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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己接着性テープの製造方法であって、（１）充填区画および配合区画を有する遊星ロ
ール押出し機において、非熱可塑性エラストマーをベースにした自己接着性組成物を溶媒
を用いず且つ素練りを行なわずに連続的に製造する工程、ただし該工程は、
　ａ）自己接着性組成物の固体成分を該押出し機の充填区画に供給し、
　ｂ）自己接着性組成物の固体成分を充填区画から配合区画へと移動させ、
　ｃ）自己接着性組成物の液体成分を配合区画に加え、
　ｄ）配合区画の中で均一な自己接着性組成物をつくり、
　ｅ）自己接着性組成物を取出す、
ことからなる、（２）このようにして得られた自己接着性組成物をウェッブの形の材料に
被覆する工程、及び（３）該被覆した材料を交叉結合させる工程、から成ることを特徴と
する方法。
【請求項２】
　自己接着性テープの製造方法であって、（１）充填区画および配合区画を有する遊星ロ
ール押出し機において、非熱可塑性エラストマーをベースにした自己接着性組成物を溶媒
を用いず且つ素練りを行なわずに連続的に製造する工程、ただし該工程は、
　ａ）自己接着性組成物の固体成分を該押出し機の充填区画に供給し、且つ充填剤、着色
剤および／または交叉結合剤を供給し、
　ｂ）自己接着性組成物の固体成分を充填区画から配合区画へと移動させ、
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　ｃ）自己接着性組成物の液体成分を配合区画に加え、
　ｄ）配合区画の中で均一な自己接着性組成物をつくり、
　ｅ）自己接着性組成物を取出す、
ことからなる、（２）このようにして得られた自己接着性組成物をウェッブの形の材料に
被覆する工程、及び（３）該被覆した材料を交叉結合させる工程、から成ることを特徴と
する方法。
【請求項３】
　自己接着性組成物の固体成分がエラストマーおよび樹脂である、請求項１または２記載
の方法。
【請求項４】
　自己接着性組成物の液体成分が可塑剤、交叉結合剤および／または他の粘着性賦与剤の
樹脂である、請求項１または２記載の方法。
【請求項５】
　該遊星ロール押出し機の配合区画は少なくとも２個の連結したロール・シリンダーから
成っている、請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　該遊星ロール押出し機の配合区域は３個の連結したロール・シリンダーから成っている
、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　該遊星ロール押出し機の各ロール・シリンダーは可能な数の少なくとも半分の数の遊星
スピンドルを含んでいる、請求項５または６記載の方法。
【請求項８】
　該遊星ロール押出し機の各ロール・シリンダーは可能な数の３／４よりも多くの数の遊
星スピンドルを含んでいる、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　該遊星ロール押出し機から取出した後、減圧をかけて自己接着性組成物からガスを除去
する、請求項１～８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　回転速度の調節または圧力の調節を行ないながら操作される接着剤組成物を移送するた
めの熔融物ポンプまたは押出し機が遊星ロール押出し機と被覆装置との間に配置されてい
る、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　該遊星ロール押出し機と被覆装置との間に配置される押出し機が揮発分除去押出し機で
ある、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　ウエッブの形の材料の被覆はロール・ミルまたはカレンダー掛け装置を用いて行なわれ
、自己接着性組成物がウエッブの形の材料へと送られる前に１個またはそれ以上のロール
のニップを通過する際、自己接着性組成物を所望の厚さに成形する、請求項１０または１
１記載の方法。
【請求項１３】
　ウエッブの形の材料の被覆は押出し機によって供給される押出しダイス型を用いて行な
われる、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　該押出し機が揮発分除去押出し機である、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　押出しダイス型はコートハンガーマニホールドダイス型の形をしている、請求項１３ま
たは１４記載の方法。
【請求項１６】
　促進剤を用いずに電子ビームにより被覆した材料を交叉結合させる、請求項１～１５の
いずれか１つに記載の方法。
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【請求項１７】
　被覆した材料を熱的に交叉結合させる、請求項１～１５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１８】
　該遊星ロール押出し機からの出口の所で自己接着性組成物は１５０℃より低い温度をも
っている、請求項１～１７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１９】
　該遊星ロール押出し機からの出口の所で自己接着性組成物は１３０℃より低い温度をも
っている、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　該遊星ロール押出し機からの出口の所で自己接着性組成物は７０～１１０℃の温度をも
っている、請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　非熱可塑性のエラストマーは天然ゴム、不規則に共重合したスチレン－ブタジエン・ゴ
ム（ＳＢＲ）、ブタジエン・ゴム（ＢＲ）、合成ポリイソプレン（ＩＲ）、ブチル・ゴム
（ＩＩＲ）、ハロゲン化さけたブチル・ゴム（ＸＩＩＲ）、アクリレート・ゴム（ＡＣＭ
）、エチレン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）および／またはそれらの配合物から成る群か
ら選ばれる、請求項１～２０のいずれか１つに記載の方法。
【請求項２２】
　非熱可塑性エラストマーの１０～５０重量％の割合で熱可塑性エラストマーを加える、
請求項１～２１のいずれかに１つに記載の方法。
【請求項２３】
　交叉結合剤は硫黄系、促進された硫黄系、反応性フェノール樹脂系およびジイソシアネ
ート交叉結合剤系から成る群から選ばれる、請求項２～２２のいずれか１つに記載の方法
。
【請求項２４】
　交叉結合剤は熱で賦活することができ、５０℃より高い温度で賦活される、請求項２～
２３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項２５】
　交叉結合剤は熱で賦活することができ、１００～１６０℃の温度で賦活される、請求項
２４記載の方法。
【請求項２６】
　交叉結合剤は熱で賦活することができ、１１０～１４０℃の温度で賦活される、請求項
２５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、粘着性賦与剤、典型的にはゴム性の可塑剤を用い、随時充填剤および熱賦活性
の交叉結合剤を使用し、非熱可塑性エラストマーをベースにした圧感性、自己接着性組成
物を溶媒および素練りを使用せずに連続的に製造する方法、および自己接着性製品、特に
高性能の自己接着性テープを製造するための該組成物の被膜に関する。
【０００２】
圧感性の接着系、およびそれからつくられた圧感性の接着性製品に対する一般的な性能に
関する要求の中で基本的なものは、接着および凝集という二つの物理的な現象である。接
着という言葉は専門的な言葉として瞬間接着力（粘着）および接着強度（剥離強さ）の意
味に使用され、定義として「自己接着剤」および／または「圧感性接着剤」、即ち「穏や
かな圧力」下において接合する永久的な接着剤を記述する言葉である。
【０００３】
特に天然ゴムをベースにした圧感性接着剤の場合には、この性質は粘着性賦与用の樹脂（
粘着性賦与剤）と比較的低い分子量をもつ可塑剤とを混合して得られる。
【０００４】
圧感性接着剤に対し第２に規定される性質は、使用後跡を残さずに簡単に取除き得る性質
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である。この性質は特にエラストマー成分として高分子量のゴムの部分が存在することに
よって決定され、これによってその接着系に凝集力（内部強度）の形で剪断下において必
要な強度が与えられる。この性質は比較的高い温度および／または高い機械的負荷の下で
これらの製品を使用する際に特に重要である。例えばイオン化を生じる放射線、反応性の
樹脂成分または他の交叉結合剤を用いてさらに交叉結合させると、この性質を補強するこ
とができる。
【０００５】
従って圧感性接着剤の性能は接着性と凝集性とのバランスの取れた割合によって、また分
子量が極めて高い成分と比較的低い成分との配合物の相容性、均一性および安定性によっ
て厳密に決定されるが、工業的な標準となっている溶媒を使用した混合機および捏加機で
これらの組成物を製造する場合には、その幾つかは比較的容易に達成される。
【０００６】
他方自己接着性組成物を溶媒を用いないで配合し処理する方法は、主として熔融性のいわ
ゆる熱可塑性エラストマーを処理する場合にだけ確立されている。
【０００７】
この場合、組成物を製造する工程は通常比較的高温において熔融状態で二軸スクリュー押
出し機を用いて行われ、被覆は通常スロットダイス型(slot dies)により行われる。
【０００８】
熱可塑性のエラストマーを用いる利点は実質的に被覆工程が簡単であるという点にある。
燃焼性の溶媒を避けているため、乾燥ユニットを使用する必要がなく、蒸発のための高い
エネルギー消費及び溶媒の回収も必要なく、また爆発防止装置を使用する必要もない。高
温熔融被覆装置は小型であり、遥かに高い被覆速度を得ることができる。さらにこの方法
は、溶媒を放出することがないので、環境に優しい方法である。
【０００９】
溶媒を用いないで熱可塑性エラストマーを配合するためには、従来法では主としてポリス
チレンのブロック部分を有するブロック共重合体を使用した。この種の物質を使用する利
点は、重合体中に存在するポリスチレンの領域が１００℃以上で軟化し、それに伴って接
着性組成物の粘度が急激に減少し、そのため処理が容易になる点である。室温に冷却した
後、ポリスチレンの領域は元に戻り、この熱可塑性エラストマーをベースとした圧感性接
着剤に或る程度の剪断強度を賦与する。
【００１０】
熱可塑性エラストマーは接着強度の増加を促進する炭化水素樹脂を使用して押出し機の中
で完全に配合することができる。このようにして比較的容易に所望の程度の接着強度を得
ることができる。しかし得られた圧感性接着剤はなお４０℃よりも高い温度に対して敏感
である。この方法で製造される自己接着性のテープに対しては、このような残留「クリー
プ挙動」は、無制限の貯蔵安定性（特に比較的温い気候の区域で輸送を行なう際に生じる
積み重ねたロールの粘着に対する安定性）を必要とする場合、および比較的高い温度で操
作する場合（例えば自動車の仕上げ用のマスキング・テープのように、後で交叉結合させ
てもこのようなテープがその機能特性を失う場合、即ち圧感性接着剤が軟化してマスク用
の紙を固定する剪断強度が保証されなくなるような場合）には致命的である。
【００１１】
この理由によりブロック共重合体をベースにした公知の高温で熔融する圧感性接着剤はそ
の殆どが室温で使用される包装用テープおよびラベルの用途に用いられて来た。他方非熱
可塑性のエラストマー、例えば天然ゴムを使用し、必要な剪断強度を得ることはできる。
しかし天然ゴムの圧感性接着剤を溶媒を用いないで製造し加工する方法は、現在当業者に
とって未解決の問題を突き付けている。
【００１２】
ゴムは極端に大きな分子量の部分をもっている（Ｍｗ≧１，０００，０００）から，高温
熔融圧感性接着剤の技術では溶媒を含まない自己接着性組成物を処理することはできない
か、或いは処理の前に使用するゴムの分子量を著しく低下させ（切断し）、このように切
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断を行った結果として高性能の自己接着性組成物としての適合性を賦与しなければならな
い。
【００１３】
剪断応力、温度および大気中の酸素の作用が組み合わされた条件下においてゴムの解重合
を行なう巧妙に工夫された工業的方法は技術文献では素練り（ｍａｓｔｉｃａｔｉｏｎ）
と呼ばれており、一般に技術文献では素練り剤(ｍａｓｔｉｃａｔｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）
または素練り促進剤（ｐｅｐｔｉｚｅｒ）、或いは単に「化学的可塑化助剤」と呼ばれて
いる化学的な助剤を存在させて行なわれている。ゴム工業では添加剤の混入を容易にする
ためには素練り工程が必要である。
【００１４】
この素練りはすべての標準的な溶媒を用いない重合体処理法、例えば熔融物中における配
合、輸送および被覆において行なわれているような解重合として知られている分子量減少
法とは明確に区別しなければならない。制御されない解重合はしばしば望ましくない現象
を引き起こす。このようなことは不活性ガス雰囲気を加えることにより最低限度に抑制す
ることができる。
【００１５】
ゴムの圧感性接着剤を溶媒を用いないで製造し処理するには、多様な方法を用いるできる
。
【００１６】
カナダ特許６９８　５１８号には、可塑剤を高比率で加えるかおよび／または同時にゴム
を強く素練りすることにより組成物を製造する方法が記載されている。この方法は極端に
高い粘着性をもった圧感性接着剤を得るのに用いることはできるが、後でかなりの程度の
交叉結合を行なわせた場合でも、可塑剤の含量が比較的多いか、或いはエラストマーの分
子構造が平均分子量Ｍｗ≦１，０００，０００の程度まで著しく減少するために、使用者
に使い易い剪断強度は一定限度内でしか得られない。
【００１７】
非熱可塑性天然ゴムの他にブロック共重合体を約１：１の割合で用いた重合体の配合物を
使用する方法は、満足できない妥協的な解決法である。何故なら自己接着性のテープを比
較的高い温度で使用する場合高い剪断強度を与えず、また該特許に記載されている性質に
関し著しい改善をもたらさないからである。
【００１８】
日本特許公開０７　３２４　１８２　Ａ２号には、アクリル樹脂系の接着剤をベースにし
た圧感性接着剤の層を有し、またイソプレン－スチレン・エラストマー、天然ゴムおよび
非反応性の炭化水素樹脂（Ａｒｋｏｎ　Ｐ　１００）の配合物を含んでなる第２の層を有
している両面接着テープの多段工程製造法が記載されている。このテープは絨毯を敷くた
めのテープとして使用されるが、この場合も高温における剪断強度について何等厳密な要
求は存在しない。
【００１９】
非熱可塑性のエラストマーの使用は日本特許９５　３３１　１９７号にも記載されており
、この場合は平均分子量が１，０００，０００以下で脂肪族の非反応性の炭化水素樹脂と
グラフトさせたイソシアネート反応性をもった天然ゴム（例えばマレイン酸エステルとグ
ラフトさせたポリイソプレン）を、ブロッキングされたイソシアネート（例えばＤｅｓｍ
ｏｄｕｒ　ＣＴ）と交叉結合させたものを使用し；この混合物を最初１５０℃において５
分間交叉結合させ、次いでＰＥＴフィルムに被覆して１８０℃で数分間（例えば１５分間
）硬化させる。この方法は、製造工程中天然ゴムの分子量を過度に減少させた場合、後で
交叉結合させることが如何に複雑であるかを明らかに示している。
【００２０】
日本特許出願明細書９５　２７８　５０９号には、天然ゴムの素練りを行ない平均分子量
Ｍｗを１００，０００～５００，０００まで減少させ、炭化水素樹脂、ロジン／ロジン誘
導体樹脂およびテルペン樹脂を含んでなる被覆可能な均一混合物にする方法が記載されて
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いる。この混合物は、１４０～２００℃で被覆粘度１０～５０×１０3ｃｐｓにおいて容
易に処理することができるが、使用するのに必要な剪断強度を得るためには後で極端に高
いＥＢＣ投与量（４０Ｍｒａｄ）を必要とする。含浸したおよび／またはサイジングした
紙のような担体材料に対し、またビスコース・ステープル等をベースにした織物の担体に
対しては、この接着系は非常に適しているとは言えない。何故なら上記のように高い必要
投与量においては担体が著しく劣化するからである。
【００２１】
圧感性接着剤組成物におけるエラストマー成分として完全に非熱可塑性のゴムを使用し、
例えば標準的な市販のブロック共重合体に比べて天然ゴムのもつ現在の価格上の利点、並
びに天然ゴムおよび対応する合成ゴムの優れた性質、特に剪断強度を得ることに関しては
、国際特許公開明細書（ＷＯ）９４　１１　１７５号、同９５　２５　７７４号、同９７
　０７　９６３号、および対応して米国特許（ＵＳ）５，５３９，０３３号および同５，
５５０，１７５号に詳細に記載されている。これらの場合圧感性接着剤の技術において通
常使用される添加剤、例えば粘着剤樹脂、可塑剤および充填剤が記載されている。
【００２２】
それぞれの場合に記載された製造方法は二軸スクリュー押出し機によるものであり、これ
によってゴムの素練り、およびその後適切に温度を管理して個々の添加剤を徐々に添加す
る工程を含め、選ばれた工程の基準の下で均一な圧感性接着剤の配合物を配合することが
できる。
【００２３】
いずれの場合にも、実際の製造工程に先行するゴムの素練り工程について詳細に記述され
ている。素練りは必要でありまたこの選ばれた方法の特徴である。何故ならこの選ばれた
方法では素練りは後での他の成分の混入、および配合される組成物の押出し可能性に対し
て必要不可欠であるからである。またＲ．Ｂｒｚｏｓｋｏｗｓｋｉ，Ｊ．Ｌ．およびＢ．
Ｋａｌｖａｎｉにより推奨されるようにＫｕｎｓｔｓｔｏｆｆｅ誌、８０巻（８号）（１
９９０年）９２２頁以降には、ゴムの素練りを促進するために大気中の酸素の中で供給を
行なうことが記載されている。
【００２４】
この方法では、後で電子ビームによる交叉結合（ＥＢＣ）を行ない、効率的な交叉結合の
収率を得るためにはＥＢＣ促進剤として反応性物質を用いることが絶対に必要である。
【００２５】
両方の方法共上記の特許に記載されているが、選ばれたＥＢＣ促進剤は高温ではやはり望
ましくない化学的な交叉結合反応を起こす傾向があり、そのためある種の粘着剤樹脂の使
用が制限される。
【００２６】
二軸スクリュー押出し機で配合を行なうと、製品の温度が高くなることが避けられないた
めに、接着剤組成物を交叉結合させるのに適した熱賦活性物質、例えば反応性の（随時ハ
ロゲン化された）フェノール性樹脂、硫黄または硫黄供与体の交叉結合系を使用すること
が妨げられる。何故なら後で起こる化学的な交叉結合反応の結果、得られた圧感性接着剤
組成物の被覆性が損なわれる程度に粘度が著しく増加するからである。
【００２７】
要約すれば、公知の方法はすべてゴムを極端に著しく切断することを特徴としている。こ
の組成物をさらに処理して自己接着性のテープにする場合、極端な交叉結合の条件が必要
になり、特に得られた自己接着性のテープを高温で使用することに関し、用途の範囲が部
分的に制限される結果になる。
【００２８】
溶媒を用いないで重合体系を連続的に製造し加工する装置は多数知られている。通常の用
途ではスクリュー型の機械、例えば単軸スクリューおよび二軸スクリュー押出し機が種々
の付属品と共に種々の工程に使用される。しかし例えば捏加機とスクリュー装置、または
何か他の遊星ロール押出し機との組合せを含む非常に広範な構造をもった連続的に操作さ
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れる捏加機もこの目的に対して使用されている。
【００２９】
遊星ロール押出し機はかなり以前から知られており、最初は主としてＰＶＣのような熱可
塑性プラスティックスを例えばカレンダー掛け装置またはロール・ミルのような下手の装
置に供給するのに用いられた。この押出し機は材料の交換および熱の交換のための表面積
が大きく更新され、それによって摩擦エネルギーが迅速かつ効率的に消費されるため、ま
た滞在時間が短く、また滞在時間のスペクトルも狭いために、その用途は最近、特に特別
な温度制御様式を必要とする配合工程にまで拡張されて来た。
【００３０】
製造業者に依存して、遊星ロール押出し機は種々の設計および大きさのものが得られる。
ロール・シリンダーの直径は所望の通過処理量に依存して典型的には７０～４００ｍｍで
ある。
【００３１】
遊星ロール押出し機は一般に充填区画と配合区画をもっている。充填区画はすべての固体
成分が連続的に供給されてくる輸送スクリューから成っている。輸送スクリューは次いで
材料を配合区画へと送り出す。充填区画の区域を輸送スクリューと共に好ましくは冷却し
、材料がスクリューに焼き付くのを防ぐ。別法としてスクリュー区域のない設計もあり、
この場合材料は直接中央のスピンドルと遊星スピンドルとの間に供給される。しかし本発
明の有効性に対してはこのことは重要なことではない。
【００３２】
配合区画は駆動される中央のスピンドルと多数の遊星スピンドルとから成り、遊星スピン
ドルはロール・シリンダーの内部で内部の螺旋状の歯車により中央のスピンドルの周りを
回転する。中央のスピンドルの回転速度、従って遊星スピンドルの回転速度は変えること
ができ、従ってこれは配合工程を制御するための重要なパラメータである。材料は中央の
スピンドルと遊星スピンドルとの間、或いは遊星スピンドルとロール区画の螺旋状の歯車
との間を循環し、従って剪断エネルギーおよび外部からの加熱の影響により材料は分散し
て均一な配合物をつくる。
【００３３】
各ロール・シリンダーの中における遊星スピンドルの数は変えることができ、従って工程
の要求に合わせることができる。スピンドルの数は遊星ロール押出し機の内部の自由容積
、並びにこの工程における材料の滞在時間に影響を与え、熱および材料の交換を行なうた
めの表面積を決定する。導入された剪断エネルギーにより遊星スピンドルの数は配合の結
果に影響を及ぼす。ロール・シリンダーの直径を一定とすれば、スピンドルの数が多いと
それぞれ均一化および分散が良好になり、或いは生成物の通過処理量が大きくなる。
【００３４】
中央のスピンドルとロール・シリンダーとの間に装着し得る遊星スピンドルの最大数は、
使用するロール・シリンダーの直径および遊星スピンドルの直径に依存する。工業的規模
の通過処理量を得るのに必要とされるようにロールの直径が比較的大きい場合、および／
または遊星スピンドルの直径が比較的小さい場合、ロール・シリンダーには比較的多数の
遊星スピンドルを装着することができる。ロールの直径Ｄ＝７０ｍｍの場合、典型的には
最大７個の遊星スピンドルが使用され、他方例えばロールの直径Ｄ＝２００ｍｍの場合に
は１０個、ロールの直径Ｄ＝４００ｍｍの場合には例えば２４個の遊星スピンドルを使用
することができる。
【００３５】
この点に関してはそれぞれドイツ特許出願及び実用新案（ＤＥ）１９６　３１　１８２号
、同９４　２１　９５５号、同１９５　３４　８１３号、同１９５　１８　２５５号、お
よび同４４　３３　４８７号を参照されたい。これらの文献には遊星ロール押出し機の分
野における従来法の概要が記載されいる。
【００３６】
さらにドイツ特許出願（ＤＥ）３９　０８　４１５Ａ１号には、遊星ロール押出し機によ
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りゴム混合物またはゴム状材料混合物の処理を行なう方法が記載されている。下手にある
装置でさらに処理を行なう目的に対しては、予備バッチまたは仕上げ混合物を遊星ロール
押出し機で素練りし可塑化する。遊星ロール押出し機で仕上げ混合物を製造する方法も記
載されており、この場合には加硫系または他の成分を計量してゴムの予備混合物の中に加
える。
【００３７】
本発明の目的は、非熱可塑性エラストマーをベースにした圧感性の自己接着性組成物を、
溶媒を用いずに、また熱的に反応する成分を使用しまたは使用しないで連続的に製造する
ことができ、また必要に応じ性質を損なうゴムの素練りを行なう必要なくライン上で該組
成物を被覆し得る方法を提供することである。
【００３８】
この目的は特許請求の範囲の主要請求項に記載した方法によって達成される。従属請求項
は本発明方法を有利に発展させる方法に関する。最後に本発明の概念には本発明方法によ
って製造される自己接着性テープも包含される。
【００３９】
従って本発明によれば、充填区画および配合区画を有する連続作動装置において、非熱可
塑性エラストマーをベースにした自己接着性組成物を溶媒を用いず且つ素練りを行なわず
に連続的に製造する方法において、
ａ）自己接着性組成物の固体成分、例えばエラストマーおよび樹脂を該装置の充填区画に
供給し、随時充填剤、着色剤および／または交叉結合剤を供給し、
ｂ）自己接着性組成物の固体成分を充填区画から配合区画へと移動させ、
ｃ）自己接着性組成物の液体成分、例えば可塑剤、交叉結合剤および／または他の粘着性
賦与剤の樹脂を、随時熔融した状態で、配合区画に加え、
ｄ）配合区画の中で均一な自己接着性組成物をつくり、
ｅ）自己接着性組成物を取出すことを特徴とする方法が提供される。
【００４０】
連続操作装置として、配合区画が好ましくは少なくとも２個、特に好ましくは３個の連結
したロール・シリンダーから成り、各ロール・シリンダーは１個またはそれ以上の別々の
温度制御回路を有することができる遊星ロール押出し機を用いることが特に有利である。
【００４１】
それ以外の点では通常の製造工程とは異なり、本発明方法における遊星ロール押出し機に
おいては、特に非熱可塑性のエラストマーの性質を損なうような素練りは行なわない。何
故ならこの場合、これらのエラストマーは別々に高剪断エネルギーを受けるのではなく、
１種またはそれ以上の液体成分と一緒に処理されるからである。これらの液体成分は例え
ばオイルのような可塑剤、および剪断エネルギーおよび／または外部からの熱の効果で配
合工程中にだけ熔融する樹脂の両方を含んでいることができる。これらの液体成分が存在
すると、ゴムの素練りを避けることができる程度に、即ちエラストマーの分子量の減少お
よびそれによって生じる高い配合温度を避け得る程度に摩擦エネルギーを制限することが
できる。
【００４２】
さらに、遊星ロール押出し機は材料の交換および表面の更新が起こる極めて大きな区域を
有しており、それによって摩擦エネルギーが迅速に消費でき、従って製品の温度が望まし
くないほど高くなるのを防ぐことができる。
【００４３】
ロール・シリンダーの充填区画は、すべての固体成分が連続的に供給される輸送スクリュ
ーから成っている。ついで輸送スクリューにより材料は配合区画へ運ばれる。充填区画の
区域をスクリューと一緒に冷却し、材料がスクリューに焼き付くのを防ぐことが好ましい
。別法として、スクリュー区画のない設計もあり、この場合材料は中央のスピンドルと遊
星スピンドルとの間に直接供給される。しかし本発明の有効性に対しこのことは重要では
ない。
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【００４４】
既に述べたように、遊星スピンドルの数は導入された剪断エネルギーにより配合の結果に
影響を与え、ロール・シリンダーの直径を一定とすれば、多数のスピンドルを使用して均
質化および分散を良好にするか、製品の通過処理量を多くすることができる。本発明に従
えば、可能な遊星スピンドルの数の好ましくは少なくとも半分、特に好ましくは３／４を
使用して、配合の品質対製造速度の割合を良好にすることができる。
【００４５】
本発明に対しては、少なくとも２個のロール・シリンダーを連結することにより配合区画
を伸長した遊星ロール押出し機を使用することが有利である。先ず、ゴムの素練りを避け
る目的で摩擦を減少させる機素が存在しているにもかかわらず、この方法によってエラス
トマー成分を完全に蒸解し、経済的な通過処理量において所望の均一化および分散を行な
うことができ、第２に好ましくは別々に温度制御されたロール・シリンダーを連結するこ
とにより、この工程の温度様式がバランスの取れたものになり、従って熱で賦活し得る交
叉結合剤系を使用することができるようになる。
【００４６】
遊星ロール押出し機の前方の配合区画ではロール・シリンダーは使用する樹脂の融点より
高い温度に加熱することが有利であるが、後方の配合区画は冷却し製品の温度を下げるこ
とが有利である。この方法により自己接着性組成物の滞在時間を比較的高温において出来
るだけ短く保ち、それにより自己接着性組成物の中に存在する熱的な交叉結合剤系の賦活
を防ぐことができる。
【００４７】
勿論任意のロール・シリンダーは遊星スピンドルの数および種類によって異なった方法で
装着することができ、従って特定の組成と処理の要求に合わせることができる。二つの連
結されたロール・シリンダーの間には一般に進入リング（ａｐｐｒｏａｃｈ　ｒｉｎｇ）
が存在し、その自由断面を通って中央のスピンドルが案内され、このリングによりロール
・シリンダーの遊星スピンドルが固定した位置に保持される。進入リングは種々の自由断
面積をもつことができ、これにより製品の保持量、従って充填量および／または剪断エネ
ルギーの程度を変えることができ、工程の要求に合わせることができる。また進入リング
には半径方向の孔が備えられ、これを通って流体、例えば可塑剤油または他の不活性ガス
、例えば窒素、アルゴン、二酸化炭素などを遊星ロール押出し機の配合区画に供給するこ
とができる。
【００４８】
中央のスピンドル、および各ロール・シリンダーは温度設定形式を変えるための一つまた
はそれ以上の温度制御回路または冷却回路を有し、これによって熱により賦活される交叉
結合系の使用を可能にしている。この必要がない場合には連結されたロール・シリンダー
の温度制御回路は温度制御回路の数を最小にするように互いに組み合わされている。
【００４９】
本発明の目的に対しては、遊星ロール押出し機の充填区画および中央のスピンドルは好ま
しくは加熱せずその代わりに冷却して材料が充填用スクリューに焼き付くのを防ぎ、接着
組成物と効果的に熱交換を行なうようにしなければならない。
【００５０】
本発明方法においては、すべての固体成分、例えばエラストマー、充填剤および助剤、樹
脂、老化防止剤等を一緒に計量して遊星ロール押出し機の充填区画に入れる。これらの物
質はそれぞれ別々の成分として、または一緒にした予備混合物として、或いは部分的な予
備混合物として配合装置に加えることができる。成分が同様な供給形態をしているか、或
いは同様な嵩比重をもっている場合には成分を計量して予備混合物にすることは特に適切
であり、この方法で計量システムの数を最小にすることができる。予備混合物は例えば粉
末混合機の中で簡単につくることができる。個々の固体成分の計量は通常の設計の容積計
量系または重量計量系により適当に行なわれる。他の可能性としては、流体成分を加える
場合、その一部、例えば可塑剤油だけを予備混合する場合がある。
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【００５１】
計量して加えられた材料は充填区画のスクリューにより遊星ロール押出し機の第１のロー
ル・シリンダーの中へ送られる。各ロールのシリンダーの間で流体成分、例えば可塑剤油
、柔らかい樹脂または樹脂熔融物を進入リングの孔を介して加えることができる。剪断エ
ネルギーの影響を受ける前に加えられる液の量は、これを用いてエラストマーの切断の程
度および圧感性接着剤組成物の配合温度の両方に影響を与えることができる。例えば摩擦
エネルギーが未だ何の影響も及ぼしていない時点において、即ち可塑剤を固体の予備混合
物に加えるか、或いは可塑剤油を充填スクリューと第１のロール・シリンダーとの間で連
続的に計量して加える時点において液体の可塑剤を加えるならば、エラストマーの分子量
の減少を特に低い程度にすることができる。また液体の成分をいわゆる分割供給の形で胴
部の長さ全体に亙って細分化することも可能であり、これはエラストマーの切断と製品の
温度に関し工程を制御する他のパラメータである。
【００５２】
本発明方法によれば、高性能の自己接着性組成物が製造でき、特に下手の被覆および交叉
結合装置と組み合わせて特別の価格上の利点を伴い高性能の自己接着性テープを製造する
ことができる。
【００５３】
本発明方法は実質的に上記の工程から成っており、これらの工程は随時不活性ガスの雰囲
気下で行ない酸化による重合体の劣化を防ぐことができる。
【００５４】
第１の工程においては、エラストマーおよび自己接着性の製造に必要な公知の助剤、例え
ば充填剤、老化防止剤、可塑剤および粘着性賦与剤を含む組成物を遊星ロール押出し機の
中で溶媒を用いないでつくる。この組成物は最終温度が１５０℃より、好ましくは１３０
℃より低く、特に好ましくは７０～１１０℃である。組成物の遊星ロール押出し機中の全
体としての滞在時間は３分を越えてはいけない。得られた高温熔融接着剤組成物の粘度は
１３０℃、１００ｒａｄ／秒の剪断測度の下で３００～１５００Ｐａ秒、特に８００～１
２００Ｐａ秒である。
【００５５】
第２の工程は遊星ロール押出し機中における配合工程と組み合わせて行なうことが有利で
あり、この工程中本発明によって製造された高温で熔融した圧感性の接着剤組成物を溶媒
を用いないで被覆装置を使用してウエッブの形の担体に被覆する。
【００５６】
自己接着性組成物の粘度に依存して、ウエッブの形の材料を被覆するには種々の方法が適
している。剪断速度１ｒａｄ／秒の下で粘度が最高５０００Ｐａ秒の自己接着性組成物が
得られ、例えば比較的高い割合の可塑剤油を用いるか、或いは非熱可塑性エラストマーに
熱可塑性エラストマーを加えることにより、遊星ロール押出し機の下手にある押出し機の
ダイス型によって被覆することができる。使用する好適な押出し機のダイス型はコートハ
ンガーマニホールドダイス型である。ウエッブの形の材料の上に規定された区域全体に亙
り被覆を行なうためには、ダイス型の中に入れる前に、自己接着性組成物に揮発分除去処
理を行なうことが有利であり、これは遊星ロール押出し機の中で配合工程を行なう際に不
活性ガスを使用する場合には特に重要である。
【００５７】
本発明方法に従えば、揮発分除去処理は、パイプラインおよび被覆用のダイス型の圧力低
下を同時に克服することができるスクリュー装置中において減圧を作用させることによっ
て行なわれる。この目的に対しては、圧力制御系が付加され、従って被覆組成物の被覆量
の変動範囲を非常に低くしてウエッブの形の材料に被覆し得る単軸スクリュー押出し機が
特に好適である。
【００５８】
本発明方法によって製造される自己接着性組成物を用いてウエッブの形の単体材料を被覆
する他の可能性は、好ましくは３個、特に好ましくは４個の被覆ロールから成るローラ被
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膜被覆装置または多重ロール被膜カレンダー掛け装置を用いる方法であり、自己接着性組
成物はそれが１個またはそれ以上のロールのニップを通った後ウエッブの形の材料へと輸
送される際に成形されて所望の厚さになる。この被覆方法は自己接着性組成物の粘度が１
ｒａｄ／秒の剪断速度の下で５０００Ｐａ秒を越える場合に特に好適である。何故ならこ
の場合押出し機のダイス型を用いる被覆法では、被覆される組成物の量に関し必要な精度
が得られないからである。
【００５９】
被覆すべきウエッブの形の担体材料の性質に依存して、同方向回転方式または反対方向回
転方式によって被覆を行なうことができる。
【００６０】
ローラ被膜被覆装置または多重ロール被覆カレンダー掛け装置での被覆は温度が１００℃
よりも低い場合に可能であり、熱で賦活され得る交叉結合剤を含む自己接着性組成物でさ
えも被覆することができる。被覆された接着剤組成物の中に気泡をなくす機会を増大させ
る目的のために、遊星ロール押出し機と被覆装置との間に真空による揮発分除去装置、例
えば真空室、揮発分除去押出し機等を装着することができる。
【００６１】
第３の工程において組成物の製造と被覆とを組み合わせ、担体上の自己接着性組成物をイ
オン化用の放射線、例えば電子ビームによって交叉結合させ、得られる自己接着性テープ
を、剪断に対して抵抗性をもたせ温度に対して安定にすることが有利である。紫外線も交
叉結合に使用することができ、この場合には自己接着性組成物に適当な紫外線促進剤を加
えなければならない。
【００６２】
さらに性能を改善するためには、或いはＥＢＣ感受性の担体の場合には、熱により賦活し
得る交叉結合剤を用い温度の効果により交叉結合を行なうことができる。
【００６３】
この目的に対して必要な圧感性の高温熔融接着剤組成物の加熱は、公知技術を用い、特に
高温のダクトを用いるか、または赤外線のランプを用いるか、或いは高周波交流電磁場、
例えばＨＦ波、ＵＨＦ波またはマイクロ波によって行なうことができる。
【００６４】
圧感性の高温熔融接着剤組成物の交叉結合はさらにイオン化放射線および熱により賦活し
得る交叉結合剤を組み合わせて行なうことができる。
【００６５】
結果として、溶媒を用いた方法で製造される同様な自己接着性組成物の性質と同等な性質
をもった、剪断に対して高度の抵抗性を有する圧感性の自己接着性組成物が得られる。
【００６６】
本発明方法を用いれば、実質的に例外なく、ゴムをベースにした自己接着性組成物の文献
に記載されたすべての公知の成分を溶媒を用いないで処理することができる。
【００６７】
非熱可塑性エラストマーは天然ゴムまたは合成ゴムから成る群から選ばれるか、或いは天
然ゴムおよび／または合成ゴムの配合物から成っていることが有利であり、天然ゴムまた
は合成ゴムは所望の純度および粘度のレベルに依存して、原則として入手可能な品質、例
えばクレープ（ｃｒｅｐｅ）級、ＲＳＳ、ＡＤＳ、ＴＳＲまたはＣＶ級から選ぶことがで
き、合成ゴムは不規則に共重合したスチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ブタジエンゴ
ム（ＢＲ）、合成ポリイソプレン（ＩＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）、ハロゲン化されたブ
チルゴム（ＸＩＩＲ）、アクリレートゴム（ＡＣＭ）、エチレン酢酸ビニル共重合体（Ｅ
ＶＡ）およびポリウレタンおよび／またはそれらの配合物から成る群から選ぶことができ
る。
【００６８】
エラストマー全体の含量に関し１０～５０重量％の割合で熱可塑性エラストマーを非熱可
塑性エラストマーに加えて処理性を改善することも好適である。
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【００６９】
この点に関し代表的なものとしては、特に高度の相容性をもったスチレン－イソプレン－
スチレン（ＳＩＳ）およびスチレン－ブタジエン－スチレン（ＳＢＳ）級のものを挙げる
ことができる。
【００７０】
使用できる粘着性賦与剤の樹脂は例外なく現在公知の文献に記載された粘着性賦与剤樹脂
である。代表的なものとして挙げるべきものにはロジン、その不均化、水素化、重合化、
およびエステル化した誘導体および塩、脂肪族および芳香族炭化水素樹脂、テルペン樹脂
およびテルペン－フェノール樹脂が含まれる。これらの樹脂および他の樹脂の任意所望の
組合せを使用し、得られる接着剤組成物の性質を所望の性質に合うように調節することが
できる。現時点の知識については特にＤｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓの「Ｈａｎｄｂｏｏｋ
　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ」（ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ社、１９８９年発行）を参照されたい。
【００７１】
使用可能な可塑剤はすべて接着テープの技術として公知の可塑性物質である。この中には
特にパラフィン油およびナフテン油、（官能基をもった）オリゴマー、例えばオリゴブタ
ジエンおよびオリゴイソプレン、液体のニトリルゴム、液体のテルペン樹脂、動物油およ
び植物油並びに脂肪、フタレート、および官能基をもったアクリレートが含まれる。
【００７２】
熱で賦活し得る化学的な交叉結合剤に対しては、本発明方法ではすべての公知の熱で賦活
し得る化学的交叉結合剤、例えば促進された硫黄または硫黄供与系、イソシアネート系、
反応性メラミン樹脂、フォルムアルデヒド樹脂、および（随時ハロゲン化された）フェノ
ール－フォルムアルデヒド樹脂、および／または反応性フェノール樹脂、または対応する
賦活剤を加えたジイソシアネート交叉結合系、エポキシ化されたポリエステル樹脂および
アクリレート樹脂、およびこれらの組合せを使用することができる。
【００７３】
交叉結合剤は好ましくは５０℃よりも高い温度、特に１００～１６０℃の温度、極めて好
ましくは１１０～１４０℃の温度で賦活される。
【００７４】
また交叉結合剤の熱的な励起は赤外線または高エネルギー交流電磁場で行なうことができ
る。
【００７５】
さらにウエッブの形の材料の少なくとも片側に自己接着性の組成物を被覆することにより
、該圧感性の高温熔融接着剤組成物を用いて製造された自己接着性テープも本発明の概念
に包含される。
【００７６】
接着テープの意図された用途に従って、本発明により処理され製造される自己接着性組成
物のための適当なウエッブの形をした担体材料はすべて、その被覆側に適当な化学的また
は物理的な表面処理が施され或いは施されておらず、また反対側には接着防止用の物理的
処理または被膜が施され或いは施されていない公知の担体である。例えばクレープ処理を
施されまたは施されていない紙、ポリエチレン、ポリプロピレンおよび一軸または二軸配
向性のポリプロピレン・フィルム、ポリエステル、ＰＶＣおよび他のフィルム、例えばポ
リエチレンおよびポリウレタンからつくられたウエッブの形の発泡体材料、織物、編物、
および不織布を挙げることができる。最後に、ウエッブの形の材料は両側に接着防止用の
被膜が施された材料、例えば剥離紙または剥離フィルムであることができる。ウエッブの
形の材料の上の自己接着性組成物の厚さは１０～２０００μｍ、好ましくは１５～１５０
μｍであることができる。
【００７７】
最後に、本発明の自己接着性組成物は剥離紙の上に８００～１２００μｍの厚さで被覆す
ることができる。この種の接着剤組成物の層は、特に交叉結合後において、裏張りのない
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両面自己接着テープとして種々の用途に使用することができる。
【００７８】
本発明に従えば、素練りをしないエラストマーの高い分子量のために、圧感性接着剤組成
物を交叉結合させないですませるか、或いは本発明方法で製造された接着テープを高温で
使用できるようにするのに効果的な交叉結合をこの目的のための促進剤を必要としないで
高エネルギ－放射線によって行ない得るようににする可能性が初めて提供される。さらに
温度範囲を低いレベルに保った結果として、非熱可塑性エラストマーをベースとした自己
接着性組成物を溶媒を用いないで製造する場合に、熱によって賦活し得る交叉結合剤を初
めて使用することができる。
【００７９】
本発明方法により製造される自己接着性組成物は剪断に対し高度の抵抗性をもっている。
使用するゴムは素練りを行なわれておらず、個々の工程において解重合過程が起こるが、
自己接着性組成物の性質を永久的に損なうものではない。さらにこれらの過程は本発明方
法の結果制限され、制御可能になっている。
【００８０】
下記実施例により本発明をさらに詳細に例示する。これらの実施例は本発明を限定するも
のではない。
【００８１】
下記に使用した試験法について簡単に説明する。
【００８２】
組成物の接着強度（剥離強さ）はＡＦＥＲＡ　４００１号により決定した。
【００８３】
試験した接着剤組成物の剪断強さはＰＳＴＣ　７（保持力）に従って決定した。与えられ
たすべての値は１０Ｎまたは２０Ｎの表記の荷重をかけ室温において２０×１３ｍｍ2の
接合区域について決定した。結果は分単位の保持時間として報告される。
【００８４】
下記実施例においてはＥＮＴＥＸ　Ｒｕｓｔ　＆　Ｍｉｔｓｃｈｋｅ社の遊星ロール押出
し機を使用した。ロール・シリンダーの直径は７０ｍｍであり、長さは４００～１２００
ｍｍの間で変化している。図１に下記実施例に使用した遊星ロール押出し機の１種を示す
。
【００８５】
この遊星ロール押出し機は充填区画（２）および直列に配置された３個のロール・シリン
ダー（５ａ～５ｃ）から成る配合区域（５）をもっている。１個のロール・シリンダーの
内部では中央のスピンドル（６）の回転により駆動される遊星スピンドル（７）によって
中央のスピンドル（６）と遊星スピンドル（７）との間および遊星スピンドル（７）とロ
ール・シリンダー（５ａ～５ｃ）の壁との間で材料が交換される。中央のスピンドル（６
）の回転速度を毎分最高１１０回転まで無段階で調節した。
【００８６】
各ロール・シリンダー（５ａ～５ｃ）の端には遊星スピンドル（７）を固定した場所に保
持している進入リング（８）がある。
【００８７】
充填ポート（１）により溶媒を含まない自己接着性組成物のすべての固体成分、例えばエ
ラストマー、樹脂、充填剤、酸化防止剤等は計量された遊星ロール押出し機の充填区画（
２）の輸送用スクリュー（３）へ加えられる。次いでこの輸送用スクリュー（３）により
材料は第１のロール・シリンダー（５ａ）の中央のスピンドル（６）へと送られる。中央
のスピンドル（６）と遊星スピンドル（７）との間の材料の取り込みを改善するために、
第１のロール・シリンダー（５ａ）の中では異なった長さの６個の遊星スピンドル（７）
が交互に使用されている。
【００８８】
内部が中空になった輸送用のスクリュー（３）および中央のスピンドル（６）は互いに非
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積極的な方法で（ｎｏｎ－ｐｏｓｉｔｉｖｅｌｙ）連結され、共通の温度制御回路をもっ
ている。配合区画（５）の各ロール・シリンダー（５ａ～５ｃ）は二つの別々の温度制御
回路をもっている。充填区画（２）はさらに他の温度制御回路によって冷却されている。
使用した温度制御用の媒体は加圧された水であり、１５～１８℃の水により冷却を行なっ
た。
【００８９】
第１のロール・シリンダー（５ａ）の前方にある注入リング（４）によるか、および／ま
たは孔を備えた進入リング（８ａ，８ｂ）を用いるか、或いは両者を組み合わせて可塑剤
油および／または交叉結合剤のような液を別々に計量して加えた。
【００９０】
自己接着性組成物の温度は製品の取り出し点（９）の所にあるプローブにより決定した。
【００９１】
さらに他の添付図面を参照して下記に本発明方法を例示する。これらの説明は本発明を限
定するものではない。
【００９２】
図２を参照すれば、自己接着性組成物のストランド（１１）は上手の装置、好ましくは遊
星ロール押出し機から輸送用の押出し機（１２）に入る。この押出し機（１２）の中で真
空を用い孔（１６）を介して自己接着性組成物は空気を除去され、コートハンガーマニホ
ールドをもった被覆ノズル（１３）の中に送られ、このノズルにより自己接着性組成物は
冷却ロール（１４）の上を走行している担体材料（１５）に被覆される。
【００９３】
図３は特に有利な具体化例の全工程の概観図である。第１の工程においては自己接着性組
成物（２８）は遊星ロール押出し機（２１）の中で配合される。仕上げられた自己接着性
組成物（２８）は熔融ポンプ（２２）へ送られ、これによって自己接着性組成物（２８）
はロール被覆装置へ移される。
【００９４】
不活性ガス雰囲気下で配合した後、気泡を含まない自己接着性組成物（２８）を得る目的
で熔融ポンプ（２２）とロール被覆装置の間に揮発分除去用の押出し機（２３）が配置さ
れている。ロール被覆装置は計量用のロール（２４）、担体材料（２９）上の自己接着層
（２８）の厚さを決定する被覆棒ロール（２５）、および移送ロール（２６）によりつく
られている。最後に重ね合わせロール（２７）の上で自己接着性組成物（２８）および担
体材料２９）は一緒にして積層品（３０）にされる。
【００９５】
（実施例）
対照例　１～３
非熱可塑性エラストマーをベースにした自己接着性組成物を溶媒を用いないで製造する本
発明方法に対し、多数のロール・シリンダーを直列に使用した場合に得られる通過処理量
についての遊星ロール押出し機の効率を対照例１～３により示す。使用した遊星ロール押
出し機は原理的には図１に示したものである。それぞれ１個、２個または３個のロール・
シリンダーをもち、各ロール・シリンダーには６個の遊星スピンドルが装着され、各ロー
ル・シリンダーの間に自由断面が４４ｍｍの進入リングを有する遊星ロール押出し機を、
同じ組成物を用い、他の点では条件を一定にして動作させた。中央のスピンドルの回転速
度は毎分１００回転に設定した。各形態の遊星ロール押出し機に対して均一な配合物が得
られるまでの製造速度（Ｑmax）を決定した。
【００９６】
対照例１～３では組成物Ａを使用した。これらの対照例および以後のすべての実施例にお
いて、非熱可塑性エラストマーは平均粒径が８ｍｍの粒状物の形で使用した。この粒状物
を計量可能な状態に保つためにタルクで処理した。この粒状物はＰａｌｌｍａｎｎ社の切
断用のミルを用いてつくった。
【００９７】
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【表１】

【００９８】
この組成物のすべての成分を使用して５０ｇの粉末混合機の中で予備混合物をつくり、こ
れを容積計量系を介して計量し遊星ロール押出し機の充填区画に加えた。中央のスピンド
ルおよび充填区画の温度制御回路（ＴＫ１およびＴＫ２）を水で冷却し、各ロール区画を
１００℃に加熱した。得られた最高製造速度をロール・シリンダーの数の関数として下記
の表に掲げる。
【００９９】
【表２】

【０１００】
実施例　４
紙の裏張り材を取付たマスキング・テープを製造するために、上記対照例１～３の組成物
Ａを使用した。この組成物は対照例３と同様にして遊星ロール押出し機でつくった。組成
物の取り出し温度は１１２℃であった。
【０１０１】
この方法で得た接着剤組成物を、つくった直後に、僅かにクレープ処理された紙の裏地の
上に層の厚さ４０μｍで被覆した。この紙の裏地は坪量が６８ｇ／ｍ2であり、標準的な
工業的方法で含浸を行ない公知の剥離層および下塗り層を取付けたものである。この接着
剤組成物をＦａｒｒｅｌ社の４－ロール・カレンダー掛け被覆装置を用い、被覆幅１２０
０ｍｍで単軸スクリュー輸送用押出し機を通して組成物を供給して動作させ被覆した。被
覆は同期的に行なった。即ち接着剤を第３のカレンダー掛けロールによってクレープ処理
した紙へ移送し、第３のロールがウエッブを案内する接触ロール（ゴム）の助けを借りて
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【０１０２】
輸送用押出し機から出る接着剤を速度を変えてコンベヤ・ベルトによりカレンダー掛け装
置の上方のロールのニップの中に送り込む。カレンダー掛け装置の２個の上方のロールの
間につくられたニップにより組成物を予備計量し、これによって厚さ約２～３ｃｍの接着
剤フィルムをつくる。この予備成形した組成物のフィルムを第３のロールによって取り出
し、第３のロールに関してつくられたニップにより組成物の所望の用途に適した形に成形
する。第３のロールは基質への移送を行なうが、基質は接触ロールによってウエッブの速
度で同期して案内される。
【０１０３】
ロールの間では６：１の割合の速度差が着けられている。すべてのロールは温度が１１３
℃に制御されている。被覆速度は１５０ｍ／分であった。
【０１０４】
この方法で得られた接着テープは接合強度が３．５Ｎ／ｃｍ、剪断保持時間（１０Ｎ）が
１０００分より長く、短期間における熱安定性が最高８０℃であるマスキング・テープと
して適している。
【０１０５】
冷却後、このようにして得られた接着テープに被覆された接着剤組成物を、電子ビームに
よって交叉結合させた。ＴｕｅｂｉｎｇｅｎのＰＯＬＹＭＥＲ　ＰＨＹＳＩＫ社の走査加
速器を用い、加速電圧１７５ｋＶ、放射量２０ｋＧｙで照射を行なった。
【０１０６】
接合強度を変えずに同じ方法で測定した剪断保持時間（１０Ｎ）は５０００分よりも大き
な値に増加し、得られたテープは短期間における熱安定性が最高１２０℃であるマスキン
グ・テープとして適している。
【０１０７】
実施例　５
紙の裏地を用いた高温用のマスキング・テープを下記のの例示用の組成物Ｂを用いてつく
った。
【０１０８】
【表３】
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【０１０９】
図１に示したような３個のロール・シリンダーを有する遊星ロール押出し機中で組成物を
つくった。第１のロール・シリンダーには６個の遊星スピンドルが装着され、第２および
第３のロール・シリンダーにはそれぞれ７個が装着されている。中央のスピンドルに対し
て選ばれた回転速度は１１０ｒｐｍであった。
【０１１０】
温度制御回路１～３および７～８は１８℃の冷却水を用いて動作させ、温度制御回路４～
６は９５℃に加熱した。組成物の取り出し温度は９９℃であった。
【０１１１】
すべての成分を予備混合し、この予備混合物を毎時６６ｋｇの速度で連続的に計量して遊
星ロール押出し機の充填区画に加えた。
【０１１２】
製造工程の直後に、この方法で得られた接着剤組成物を層の厚さ５５μｍで坪量が８５ｇ
／ｍ2の中程度にクレープ処理された紙の裏地に被覆した。この紙の裏地は前以て標準的
な工業的方法により含浸され、公知の剥離層および下塗り層が取付られたものである。
【０１１３】
実施例４と同様に作業幅５００ｍｍで接着剤組成物を被覆した。すべてのロールは１１３
℃に温度制御した。被覆速度は毎分６０ｍであった。
【０１１４】
冷却後、この方法で得られた接着剤テープに被覆された接着剤組成物を実施例４と同様に
して電子ビームにより交叉結合させた。照射量は２５ｋＧｙであった。
【０１１５】
この方法で得られた接着テープは接合強度が４．５～５Ｎ／ｃｍ、剪断保持時間（１０Ｎ
）が１０，０００分より長く、短期間における熱安定性が最高１４０℃のマスキング・テ
ープとして適している。
【０１１６】
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実施例５でつくられた接着テープの接着剤を、電子ビームを用いずに、温度をかけて化学
的に交叉結合させた。
【０１１７】
加硫用のトンネルを用い滞在時間を１２０℃で４分間として交叉結合を行なった。
【０１１８】
この方法で得られたテープの温度安定性は１６０℃に増加した。
【０１１９】
実施例　７
下記の例示用の組成物Ｃを用いフィルムをベースにした包装用テープの試作品をつくった
。
【０１２０】
【表４】

【０１２１】
上記成分を容積計量系を通して連続的ではあるが別々に遊星ロール押出し機の充填区画に
供給する。その他の処理パラメータは実施例４と同じである。製品取り出し温度は１２２
℃と測定された。
【０１２２】
製造工程の直後に、この方法で得られた接着剤組成物を層の厚さ２０μｍで工業的な標準
品である３０μｍのＢＯＰＰフィルムに被覆した。このフィルムにはイソシアネートをベ
ースにした工業的な標準品の下塗層並びにカーバメートをベースにした工業的な標準品の
剥離層が取付られている。
【０１２３】
輸送用の押出し機から出てくる接着剤組成物を曲げ剛性をもった２－ロールの被覆装置を
用いて被覆する。接着剤フィルムは下塗りしたフィルムの側に直接被覆した。被覆する厚
さに対応する被覆先端部は第１および第２のロール、およびウエッブ案内用被覆ロールの
間につくられている。第１のロールの温度を１００℃に制御し、ウエッブ案内用ロールは
９０℃に温度制御した。輸送用押出し機から出てくる接着剤組成物の温度は１２０℃であ
った。被覆は毎分５０ｍの速度で行なった。
【０１２４】
この方法で得られた接着テープの接合強度は３～４Ｎ／ｃｍ、剪断保持時間（２０Ｎ）は
１０，０００分より長く、包装用の接着テープとして適していた。
【０１２５】
実施例　８
下記の例示用組成物Ｄを使用してフィルムを裏地にした両面接着テープを製造した。
【０１２６】
【表５】
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この組成物は実施例７と同様にして製造した。さらに第１のロール・シリンダーの上手に
ある注入リングを介して膜ピストンポンプを用い可塑剤を連続的に計量して加えた。製品
の取出し温度は１０５℃と測定された。製造速度は毎時６８ｋｇであった。
【０１２８】
製造工程の直後に、この方法で得られた接着剤組成物を層の厚さを２×４０μｍにして市
販の３８μｍのＥ－ＰＶＣフィルムの両面に被覆した。
【０１２９】
実施例５記載の被覆装置を用いて被覆を行なった。接着剤組成物は反対のモードで間接的
にＥ－ＰＶＣフィルムに被覆した。輸送ロールをウエッブの８５％の速度で作動させた。
ロール１およびロール２はそれぞれ１００℃および８０℃の温度に制御した。ウエッブ案
内用ロールの温度は３０℃に制御した。冷却直後に接着剤の側を両面シリコーン紙でライ
ニングする。次にこのアセンブリーを第１の側と同じ方法で被覆し、ロールに巻取る。
【０１３０】
この方法で得られた接着テープの接合強度は７．５Ｎ／ｃｍ、剪断保持時間（１０Ｎ）は
５０００分より長く、広い範囲の用途、例えば印刷工業において版を接着剤で接合する場
合のような両面接着テープとして適している。
【０１３１】
実施例　９
下記の例示用組成物Ｅを用い織物の裏地を有する絨毯配置用両面テープをつくった。
【０１３２】
【表６】
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【０１３３】
この組成物は、実施例５に記載した形の遊星ロール押出し機を用い、中央のスピンドルの
回転速度を９５ｒｐｍにしてつくった。液体を計量する目的で第１および第２のロール・
シリンダーの後にある進入リングに半径方向の孔を取付た。この実施例において進入リン
グの自由断面はそれぞれ４６および４４ｍｍである。
【０１３４】
温度制御回路４～６によりロール・シリンダーを１０５℃に加熱し、温度制御回路１～３
および７～８は温度１５℃の水で冷却した。
【０１３５】
ＥｓｃｏｒｅｚおよびＤｅｒｃｏｌｙｔｅ樹脂以外、組成物の成分を別々の容積計量系で
計量する。この２種の樹脂は予め粉末混合機の中でつくり、次いで計量を行なった。粘稠
な柔らかい樹脂Ｗｉｎｇｔａｃｋ　１０は計量を容易にするために予め６０℃に加熱し、
第１のロール・シリンダーの上手において電気的な加熱を伴うパイプラインによって注入
リングの中に計量して加える。使用した計量ポンプは二重作用を行なうピストンをもった
計量ポンプであり、その受器は加熱され断熱されたジャケットを有し、その温度は６０℃
に制御されている。製品取り出し温度は１０９℃と測定された。製造速度は毎時６５ｋｇ
であった。
【０１３６】
このようにして得られた接着性組成物を、製造工程の直後に、層の厚さを２×１２０μｍ
にして市販の紡績レーヨン（糸の密度１９／１７）の織物の両側に被覆した。
【０１３７】
移動被覆法によって織物の裏地をもった絨毯配置用の両面テープをつくった。実施例４の
方法により両面をシリコーン処理した剥離紙に直接厚さ１２０μｍで被覆した。積層化ス
テーションにより市販の粗く紡績したレーヨン繊維布を積層化し、第２の操作としてこの
アセンブリーの露出した側に直接１２０μｍの接着剤を被覆した。接着剤組成物の温度は
１０３℃であった。被覆ロールの温度は９０℃に制御した。粗い紡績したレーヨン繊維布
を加熱した積層化ステーションにより供給し、シリコーンが被覆された表面をもつ第１の
積層化ロール、および第２のウエッブ案内用積層化ロールの温度を８０℃に制御する。被
覆は毎分３０ｍの速度で行なった。
【０１３８】
この方法で得られた接着テープは接合強度が７Ｎ／ｃｍよりも大きく、剪断時保持時間（
１０Ｎ）は２００分よりも長かった。この接着テープは種々の目的、特に絨毯を敷く場合
の両面接着テープとして適している。
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【０１３９】
実施例１０
下記の例示用組成物Ｆを用い異なった織物の裏地を有する汎用の接着テープをつくった。
【０１４０】
【表７】

【０１４１】
実施例９と同じ実験工程を用い自己接着性組成物をつくった。
【０１４２】
２種の固体の樹脂、２種の粉末成分および２種のエラストマーからそれぞれ予備混合物を
つくり、容積計量装置によりこれらの予備混合物を遊星ロール押出し機の充填区画に別々
に加えた。膜ピストンポンプにより第１のロール・シリンダーの上手にある注入リングを
介して可塑剤油を加え、６０℃に予熱した柔らかい樹脂を第１のロール・シリンダーの下
手にある進入リングを介して二重動作ピストン計量ポンプにより加えた。すべての成分は
製造速度が毎時６２ｋｇになるように計量した。製品取り出し速度は１０５℃であると計
測された。
【０１４３】
この方法で得られた接着剤組成物を層の厚さ１２０μｍで、８０μｍのポリエチレン層が
積層化されている糸の密度が２２／１０のポリエステル／綿配合物の繊維布に被覆した。
この繊維布は反対側に工業的な標準品のカーバメート剥離用ワニスが取付られている。
【０１４４】
実施例４の方法により汎用の繊維布を裏地にしたテープをつくった。この場合紙を裏地に
したウエッブの代わりに、ポリエステル／綿配合物の繊維布およびポリエチレン・フィル
ムを接触ロールの上で案内し、ロールにより被覆を行なうカレンダー掛け装置によって成
形された厚さ１２０μｍの接着層をポリエステル／綿配合繊維布の上に被覆した。被覆は
作業幅１２００ｍｍにおいて毎分１５５ｍの速度で行なった。被覆ロールは６：１の比で
動作させた。この方法でつくられたテープは接合強度が５Ｎ／ｃｍよりも大きく、極めて
広い範囲の目的に使用される汎用の接着テープとして適している。
【０１４５】
実施例１１
例示用組成物Ｇを用いて接着剤組成物をつくった。
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【０１４６】
【表８】

【０１４７】
この接着剤組成物は３個のロール・シリンダーを有する図１に示した遊星ロール押出し機
に図５に示した遊星スピンドルを装着して製造した。中央のスピンドルの回転速度は１０
０ｒｐｍに設定した。
【０１４８】
熱的な交叉結合剤を含む自己接着性組成物をつくるためには、温度制御回路１～３および
７～８を１６℃の冷却水で作動させ、温度制御回路４～５を１１０℃に加熱し、温度制御
回路６を９５℃に加熱した。この温度設定で組成物の取出し温度は９８℃になった。
【０１４９】
すべての固体成分を一緒にして計量可能な予備混合物にし、これを連続的に計量して遊星
ロール押出し機の充填区画に供給した。液体の樹脂Ｗｉｎｇｔａｃｋ　１０はピストン計
量ポンプによって実施例９と同様に予熱した形で加えた。熱的交叉結合剤Ｒｈｅｎｏｃｕ
ｒｅ　ＨＸの高温における滞在時間をできるだけ短くするために、この交叉結合剤は第２
の進入リングを介して、即ち第３のロール・シリンダーの上手において、臑動ポンプによ
り連続的に計量して加えた。この実施例においては毎時７５ｋｇの製造速度で操作を行な
った。
【０１５０】
この方法で得られた接着剤組成物を、製造工程の直後において、両側に剥離被膜をもった
通常の剥離紙に層の厚さ１０００μｍで被覆した。
【０１５１】
実施例７の方法により、両面にシリコーン処理を施した剥離紙に厚さが１０００μｍにな
るように直接被覆した。
【０１５２】
次いで加硫用のトンネルの中で有効滞在時間を４分／８０℃にして交叉結合を行なった。
【０１５３】
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この方法で得られた被覆された剥離紙は種々の用途に使用できる両面接着テープである。
例えば組み立て助材として、接合すべき部品または彫像の自己接着処理に、また接着フィ
ルムを他の担体に転写するのに使用することができる。
【０１５４】
実施例１２
織物の裏地をもった絨毯配置用の両面テープを下記の例示用組成物Ｈを用いてつくった。
【０１５５】
【表９】

【０１５６】
この自己接着性組成物は、３個のロール・シリンダーを有する図１に示した遊星ロール押
出し機に図５に示した遊星スピンドルを装着して製造した。中央のスピンドルの回転速度
を１１０ｒｐｍに設定して遊星ロール押出し機を動作させた。
【０１５７】
温度制御回路１～３および温度制御回路８を１６℃の冷却水で作動させた。温度制御回路
４～５を１２０℃に加熱し、温度制御回路６～７を１００℃に加熱した。これにより組成
物の温度は遊星ロール押出し機の出口の所で１１２℃になった。
【０１５８】
実施例１１と同様にして、すべての固体成分を一緒にして計量可能な予備混合物にし、こ
れを連続的に計量して遊星ロール押出し機の充填区画に供給した。粘稠な可塑剤Ｎｉｐｏ
ｌは計量を容易にするために７５℃に予熱し、第２のロール・シリンダーの上手にある進
入リングを介して実施例９記載の二重動作ピストン計量ポンプを用いて加えた。確立した
製造速度は毎時８１ｋｇであった。
【０１５９】
転写被覆法を用い、この接着剤組成物を、厚さ１０００μｍ、密度９５ｋｇ／ｍ3の市販
のポリエチレンをベースにした発泡体材料の両面に２×５５ｇ／ｍ2の厚さで被覆した。
【０１６０】
織物の裏地を有する絨毯配置用の両面テープが製造された。両面にシリコーン処理を施し
た剥離紙を実施例８の方法により５５μｍの厚さで直接被覆した。積層化ステーションに
おいてポリエチレンの発泡体を積層化し、第２の操作としてこのアセンブリーの露出した
側に同様にして直接５５μｍの接着剤を被覆した。接着剤組成物の温度は１００℃であっ
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た。被覆ロールの温度は９０℃に制御した。ポリエチレン発泡体材料を加熱した積層化ス
テーションによって供給し、シリコーン処理を行なった表面を有する第１の積層化ロール
および第２のウエッブ案内用の積層化ロールの温度を８０℃に制御した。被覆は毎分３０
ｍの速度で行なった。
【０１６１】
この方法で得られた接着テープは接合強度が３．５Ｎ／ｃｍよりも大きく、剪断保持時間
（１０Ｎ）は２５０分よりも長かった。このものは許容度補償性および防振性をもつ両面
接着テープとして広範囲の用途に適している。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例に使用した遊星ロール押出し機の１種を示す図。
【図２】　上手の装置、好ましくは遊星ロール押出し機から担体材料の上の被覆点まで自
己接着性組成物を取出す経路を示す図。
【図３】　特に有利な具体化例の全工程の概観図。

【図１】

【図２】

【図３】
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